
秋田市告示第101号

令和５年３月22日の「令和５年２月秋田市議会定例会」において議決を

経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和５年３月28日

秋田市長 穂 積 志





議案第１号

令和５年度秋田市一般会計予算

令和５年度秋田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ141,070,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による

継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。

（市債）

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる市債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表

市債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、15,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員の報酬に限る。）、給

料、職員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償に限る。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 43,820,020

1 市民税 19,719,551

2 固定資産税 19,436,930

3 軽自動車税 923,811

4 市たばこ税 2,186,206

5 鉱産税 3,537

6 入湯税 44,932

7 事業所税 1,505,053

2 1,092,075

1 地方揮発油譲与税 244,391

2 自動車重量譲与税 650,184

3 地方道路譲与税 1

4 森林環境譲与税 132,139

5 特別とん譲与税 23,582

6 航空機燃料譲与税 41,778

3 12,755

1 利子割交付金 12,755

4 141,861

1 配当割交付金 141,861

5 160,374

1 株式等譲渡所得割交付金 160,374

6 583,965

1 法人事業税交付金 583,965

7 8,998,019

1 地方消費税交付金 8,998,019

8 56,162

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 ゴルフ場利用税交付金 56,162

9 53,958

1 環境 割交付金 53,958

10 3,009

1 等所 市 交付金 3,009

11 331,375

1 地方特 交付金 305,006

2
ル 地方税 特別

交付金
26,369

12 21,767,000

1 地方交付税 21,767,000

13 63,000

1 交 特別交付金 63,000

14 447,021

1 金 447,021

15 2,230,744

1 用料 1,065,459

2 料 1,165,285

16 23,487,714

1 金 19,729,555

2 金 3,685,354

3 金 72,805

17 10,346,158

1 金 6,689,310

2 金 3,089,229

3 金 567,619

18 188,179

用料 料

金

金

産 入

環境 割交付金

等所 市 交付金

地方特 交付金

地方交付税

交 特別交付金

金 金

金　　　　　額

 千円

款 項
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1 産 用 入 143,990

2 産 入 44,189

19 602,895

1 金 602,895

20 4,358,676

1 特別 入金 260,929

2 金 入金 4,097,747

21 700,000

1 金 700,000

22 8,286,140

1 金 金 料 40,003

2 市 金利子 1

3 付金 利 入 6,928,274

4 事業 入 30,053

5 入 1,287,809

23 13,338,900

1 市 13,338,900

141,070,000

金

入金

金

入

市

歳　　入　　 　　

金　　　　　額

 千円

款 項
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1 665,151

1 議会費 665,151

2 13,706,726

1 総務管理費 11,853,967

2 徴税費 986,542

3 戸籍住民基本台帳費 475,767

4 選挙費 255,385

5 統計調査費 51,267

6 監査委員費 83,798

3 53,847,311

1 社会福祉費 25,470,006

2 児童福祉費 19,183,676

3 生活保護費 9,153,427

4 国民年金費 39,452

5 災害救助費 750

4 12,206,006

1 環境衛生費 852,113

2 保健所費 2,405,622

3 清掃費 6,505,527

4 病院費 1,180,329

5 上水道費 86,894

6 食肉衛生検査所費 170,684

7 母子衛生費 1,004,837

5 607,676

1 労働諸費 607,676

6 2,938,914

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

議会費
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1 農業費 2,072,905

2 農業 水費 446,955

3 林業費 419,054

7 9,076,525

1 費 9,076,525

8 16,273,926

1 管理費 312,529

2 道 費 3,793,831

3 費 2,324,596

4 費 206,104

5 計 費 4,774,502

6 水道費 4,177,649

7 住 費 684,715

9 4,436,395

1 費 4,436,395

10 14,193,262

1 総務費 1,615,253

2 費 4,652,334

3 費 1,277,666

4 費 857,791

5 費 554,349

6 社会 費 3,138,901

7 保健 費 765,593

8 費 141,672

9 費 1,189,703

11 5

費

費

費

費

災害 費

 千円

項 金　　　　　額款
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1 農林水産 災害 費 2

2 災害 費 1

3 災害 費 2

12 13,018,102

1 費 13,018,102

13 1

1 出 1

14 100,000

1 費 100,000

141,070,000

費

諸 出金

費

歳　　出　　 　　計

 千円

項 金　　　　　額款
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　継続費

千円 千円
2 総務費 1 1,219,790 令和5年度 306,369

令和6年度 913,421

8 土木費 3 4,451,500 令和5年度 1,951,700

令和6年度 1,164,100

令和7年度 1,335,700

9 消防費 1 683,870 令和5年度 241,063

令和6年度 442,807

10 教育費 6 2,409,133 令和5年度 688,388

令和6年度 1,720,745

河川費 古川流域治水対策事業

社会教育費 佐竹史料館改築事業（改築工事等分）

消防費 寺内・将軍野統合出張所（仮称）建設事業

第２表

款 総 額

総務管理費 河辺市民サービスセンター大規模改修事業

年 度項 年 割 額事 業 名
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第３表　　債務負担行為

千円
令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和11年度

令和5年度
～

令和8年度

令和5年度
～

令和8年度

令和5年度
～

令和10年度

令和5年度
～

令和10年度

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和10年度 た額

令和5年度
～

令和10年度 た額

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和10年度

中心市街地商業集積促進事業費補助金 令和5年度
～

令和7年度

商店街空き店舗対策事業費補助金 令和5年度
～

令和6年度

グループウェア更新・運用事業 304,142

2,785

22,143

奨学金返還助成事業（令和5年度設定保健総務課分） 助成対象の奨学金を返済している対象者１

アンダー４０正社員化促進事業 104,600

創業資金・産業活力創造資金利子補給 7,166

人当たり年額200,000円に５年を乗じて得

奨学金返還助成事業（令和5年度設定子ども育成課分） 助成対象の奨学金を返済している対象者１
人当たり年額200,000円に５年を乗じて得

コンベンション誘致推進事業（令和5年度設定） 助成対象コンベンションにおいて、助成対
象となる参加者数に1,000円（国際大会の
場合は3,000円）を乗じて得た額

教育旅行誘致推進事業（令和5年度設定） 助成対象教育旅行において、参加者数に

事 項 期 間 限 度 額

職員研修費 543

2,000円を乗じて得た額および助成対象事
業の実施に伴う講師に係る費用の合算額

美術館施設整備等経費 12,804

障がい者福祉医療システム改修経費 52,107

戸籍システム更新・運用経費（令和5年度設定） 68,432
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千円
令和5年度
～

令和10年度

令和5年度
～

令和15年度

令和5年度
～

令和8年度

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和7年度

令和5年度
～

令和10年度

令和5年度
～

令和6年度

ス 総合改 事業 141,768

中心市街地 店促進資金利子補給 5,1 1

事 項 期 間 限 度 額

中 業用地 得資金利子補給（令和5年度設定） 288

教育 ー システム更新・運用経費 806,063

令システム更新事業 ,200

員 経費（令和5年度設定） 23, 30

中 造業設備 資資金利子補給 20,18
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第４表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

総 務 費 619,800
普通貸借又 5.0％以内 　政府資金の場合はその融資条

社 会 福 祉 費 17,200
は証券発行

児 童 福 祉 費 161,500

保 健 所 費 13,600

清 掃 費 1,715,500

労 働 費 9,700

農 業 費 228,100

林 業 費 32,200

商 工 費 5,200

道 路 橋 り ょ う 費 3,218,000

港 湾 費 7,200

土 地 区 画 整 理 費 838,100

街 路 事 業 費 622,400

公 園 整 備 費 215,500

住 宅 費 100,100

災 害 対 策 費 2,000

消 防 費 592,600

小 学 校 費 1,815,700

社 会 教 育 費 1,195,200

保 健 体 育 費 187,000

臨 時 財 政 対 策 債 1,742,300

計 13,338,900

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

件による。銀行その他の場合は
債権者と協議して定める。ただ
し財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。
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第４表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

総 務 費 619,800
普通貸借又 5.0％以内 　政府資金の場合はその融資条

社 会 福 祉 費 17,200
は証券発行

児 童 福 祉 費 161,500

保 健 所 費 13,600

清 掃 費 1,715,500

労 働 費 9,700

農 業 費 228,100

林 業 費 32,200

商 工 費 5,200

道 路 橋 り ょ う 費 3,218,000

港 湾 費 7,200

土 地 区 画 整 理 費 838,100

街 路 事 業 費 622,400

公 園 整 備 費 215,500

住 宅 費 100,100

災 害 対 策 費 2,000

消 防 費 592,600

小 学 校 費 1,815,700

社 会 教 育 費 1,195,200

保 健 体 育 費 187,000

臨 時 財 政 対 策 債 1,742,300

計 13,338,900

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

件による。銀行その他の場合は
債権者と協議して定める。ただ
し財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。

議案第２号

令和５年度秋田市土地区画整理会計予算

令和５年度秋田市の土地区画整理会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,898,234千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 931,375

1 国庫補助金 931,375

2 1

1 財産売払収入 1

3 964,516

1 一般会計繰入金 964,516

4 2,342

1 繰越金 2,342

1,898,234

国庫支出金

財産収入

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 1,895,734

1 土地区画整理費 1,895,734

2 1,500

1 公債費 1,500

3 1,000

1 予備費 1,000

1,898,234

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

事業費
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議案第３号

令和５年度秋田市市有林会計予算

令和５年度秋田市の市有林会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ255,400千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 49,789

1 県補助金 49,789

2 42,295

1 財産運用収入 2,690

2 財産売払収入 39,603

3 分収林収入 2

3 148,748

1 一般会計繰入金 148,748

4 14,371

1 繰越金 14,371

5 197

1 雑入 197

255,400

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 29,187

1 総務管理費 29,187

2 94,611

1 造林事業費 94,611

3 131,083

1 公債費 131,083

4 319

1 分収交付金 319

5 200

1 予備費 200

255,400

事業費

公債費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第４号

令和５年度秋田市市営墓地会計予算

令和５年度秋田市の市営墓地会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ192,146千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 58,419

1 使用料 36,412

2 手数料 22,007

2 133,189

1 一般会計繰入金 133,189

3 1

1 繰越金 1

4 537

1 雑入 537

192,146

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 58,756

1 総務管理費 58,756

2 133,189

1 事業費 133,189

3 1

1 一般会計繰出金 1

4 100

1 公債費 100

5 100

1 予備費 100

192,146

事業費

繰出金

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第５号

令和５年度秋田市中央卸売市場会計予算

令和５年度秋田市の中央卸売市場会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,152千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、50,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 19,525

1 使用料 19,525

2 43,203

1 一般会計繰入金 43,203

3 1,000

1 繰越金 1,000

4 27,424

1 貸付金元利収入 16,001

2 雑入 11,423

91,152

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 83,606

1 総務管理費 83,606

2 5,012

1 中央卸売市場施設整備費 5,012

3 2,434

1 公債費 2,434

4 100

1 予備費 100

91,152

事業費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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第２表　　債務負担行為

千円
令和5年度
～

令和6年度

事 項 期 間 限 度 額

中央卸売市場再整備基本計画策定経費 378
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議案第６号

令和５年度秋田市公設地方卸売市場会計予算

令和５年度秋田市の公設地方卸売市場会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ461,791千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、150,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 142,178

1 使用料 142,177

2 手数料 1

2 872

1 財産運用収入 872

3 71,513

1 一般会計繰入金 71,513

4 500

1 繰越金 500

5 246,728

1 貸付金元利収入 64,001

2 雑入 182,727

461,791

使用料及び手数料

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 380,228

1 総務管理費 380,228

2 22,095

1 地方卸売市場施設整備費 22,095

3 59,068

1 公債費 59,068

4 400

1 予備費 400

461,791

事業費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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第２表　　債務負担行為

千円
令和5年度
～

令和6年度

事 項 期 間 限 度 額

地方卸売市場再整備基本計画策定経費 4,533
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議案第７号

令和５年度秋田市大森山動物園会計予算

令和５年度秋田市の大森山動物園会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ484,540千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 88,620

1 使用料 88,620

2 1,418

1 財産運用収入 1,418

3 301

1 寄附金 301

4 377,567

1 一般会計繰入金 377,567

5 1

1 繰越金 1

6 16,633

1 雑入 16,633

484,540歳　　入　　合　　計

使用料及び手数料

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 464,228

1 総務管理費 464,228

2 6,000

1 動物園施設整備費 6,000

3 14,212

1 公債費 14,212

4 100

1 予備費 100

484,540

事業費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第８号

令和５年度秋田市廃棄物発電会計予算

令和５年度秋田市の廃棄物発電会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ300,887千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志

－ 37 －

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス



1 300,886

1 発電収入 300,886

2 1

1 繰越金 1

300,887

発電収入

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 62,329

1 総務管理費 62,329

2 238,358

1 一般会計繰出金 238,358

3 200

1 公債費 200

300,887

繰出金

公債費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第９号

令和５年度秋田市病院事業債管理会計予算

令和５年度秋田市の病院事業債管理会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,465,854千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により

起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 市債」による。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 88,735

1 負担金 88,735

2 353,919

1 貸付金元利収入 353,919

3 1,023,200

1 市債 1,023,200

1,465,854

分担金及び負担金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 1,023,200

1 市立秋田総合病院貸付金 1,023,200

2 442,654

1 公債費 442,654

1,465,854

公債費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

市立秋田総合病院貸付金
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第２表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

5.0％以内 　政府資金の場合はその融資条

 普通貸借又

は証券発行

計 1,023,200

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

件による。銀行その他の場合は
債権者と協議して定める。ただ
し財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。

市 立 秋 田 総 合 病 院
貸 付 金 1,023,200
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第２表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

5.0％以内 　政府資金の場合はその融資条

 普通貸借又

は証券発行

計 1,023,200

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

件による。銀行その他の場合は
債権者と協議して定める。ただ
し財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。

市 立 秋 田 総 合 病 院
貸 付 金 1,023,200

議案第10号

令和５年度秋田市学校給食費会計予算

令和５年度秋田市の学校給食費会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,326,754千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 1,247,098

1 給食費収入 1,247,098

2 79,654

1 一般会計繰入金 79,654

3 1

1 繰越金 1

4 1

1 雑入 1

1,326,754

給食費収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 1,325,654

1 総務管理費 1,325,654

2 100

1 公債費 100

3 1,000

1 予備費 1,000

1,326,754

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第11号

令和５年度秋田市国民健康保険事業会計予算

令和５年度秋田市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,620,240

千円と定める。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第１表 歳入歳出予算」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により

起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 市債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、事業勘定3,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 4,629,065

1 国民健康保険税 4,629,065

2 1

1 手数料 1

3 289

1 国庫補助金 289

4 23,420,544

1 県補助金 23,420,543

2 財政安定化基金支出金 1

5 618

1 財産運用収入 618

6 2,550,879

1 一般会計繰入金 2,550,878

2 基金繰入金 1

7 1

1 繰越金 1

8 18,842

1 延滞金、加算金及び過料 6,565

2 雑入 12,277

9 1

1 財政安定化基金貸付金 1

30,620,240

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

－ 50 －

inecx
テキストボックス



あああ

－ 51 －

inecx
テキストボックス



1 200,471

1 総務管理費 115,337

2 徴税費 81,117

3 運営協議会費 325

4 収納率向上特別対策事業費 3,692

2 22,513,717

1 療養諸費 19,517,579

2 高額療養費 2,914,872

3 移送費 2

4 出産育児諸費 55,524

5 葬祭諸費 25,200

6 傷病手当金 540

3 7,551,669

1 医療給付費分 5,316,734

2 後期高齢者支援金等分 1,731,652

3 介護納付金分 503,283

4 20

1 共同事業拠出金 20

5 282,515

1 特定健康診査等事業費 179,685

2 保健事業費 102,830

6 618

1 基金積立金 618

7 3,000

1 公債費 3,000

8 18,230諸支出金

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

公債費

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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1 金 付 金 18,229

2 金 1

9 50,000

1 費 50,000

30,620,240

費

歳　　出　　 　　

 千円

項 金　　　　　額款
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 第２表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

計 1

財 政 安 定 化 基 金
貸 付 金 1 普通貸借 無利子

　貸付を受けた翌々年度以降に
償還する。
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 第２表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

計 1

財 政 安 定 化 基 金
貸 付 金 1 普通貸借 無利子

　貸付を受けた翌々年度以降に
償還する。

議案第12号

令和５年度秋田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計予算

令和５年度秋田市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計の予算は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ66,919千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志

－ 55 －

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス



1 7,841

1 一般会計繰入金 7,841

2 39,489

1 繰越金 39,489

3 19,589

1 貸付金元利収入 19,588

2 雑入 1

66,919

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 14,674

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 14,674

2 29,675

1 公債費 500

2 償還金 29,175

3 22,570

1 一般会計繰出金 22,570

66,919

公債費

諸支出金

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
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議案第13号

令和５年度秋田市介護保険事業会計予算

令和５年度秋田市の介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

31,314,259千円と定める。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定3,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 6,360,779

1 介護保険料 6,360,779

2 1

1 手数料 1

3 7,533,806

1 国庫負担金 5,369,181

2 国庫補助金 2,164,625

4 8,193,037

1 支払基金交付金 8,193,037

5 4,460,698

1 県負担金 4,256,951

2 県補助金 203,747

6 2,228

1 基金運用収入 2,228

7 4,756,340

1 一般会計繰入金 4,756,339

2 基金繰入金 1

8 7,296

1 繰越金 7,296

9 74

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 雑入 73

31,314,259

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

保険料

手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 329,370

1 総務管理費 329,370

2 29,618,882

1 介護サービス等諸費 27,270,531

2 介護予防サービス等諸費 579,225

3 高額介護サービス等費 804,798

4 特定入所者介護サービス等費 927,133

5 その他諸費 37,195

3 1,323,165

1 介護予防・生活支援サービス事業費 681,261

2 一般介護予防事業費 39,710

3 包括的支援事業・任意事業費 597,440

4 その他諸費 4,754

4 22,263

1 保健福祉事業費 22,263

5 2,228

1 基金積立金 2,228

6 1,000

1 公債費 1,000

7 7,351

1 償還金及び還付加算金 7,351

8 10,000

1 予備費 10,000

31,314,259

予備費

歳　　出　　合　　計

保険給付費

地域支援事業費

保健福祉事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第14号

令和５年度秋田市後期高齢者医療事業会計予算

令和５年度秋田市の後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,266,384千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令和５年２月14日提出

秋田市長 穂 積 志
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1 3,262,161

1 後期高齢者医療保険料 3,262,161

2 1

1 手数料 1

3 983,360

1 一般会計繰入金 983,360

4 10,000

1 繰越金 10,000

5 10,862

1 延滞金、加算金及び過料 610

2 償還金及び還付加算金 10,200

3 雑入 52

4,266,384

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款
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1 69,130

1 総務管理費 31,814

2 徴収費 37,316

2 4,181,954

1 後期高齢者医療広域連合納付金 4,181,954

3 100

1 公債費 100

4 10,200

1 償還金及び還付加算金 10,200

5 5,000

1 予備費 5,000

4,266,384

後期高齢者医療広域連合納付金

公債費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費
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議案第15号

令和５年度秋田市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和５年度秋田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数 151,277戸

(2) 年 間 総 配 水 量 33,499,320㎥

(3) 一 日 平 均 配 水 量 91,528㎥

(4) 主要な建設改良事業

(ｲ) 配 水 管 整 備

配 水 管 布 設 1,020ｍ

配 水 管 布 設 替 等 21,005ｍ

配 水 幹 線 整 備 1,200ｍ

(ﾛ) 施 設 改 良

送 水 管 整 備 等 800ｍ

仁 井 田 浄 水 場 等 整 備 一式

御所野配水場揚水ポンプ更新 一式

山 王 測 定 局 流 量 計 設 置 一式

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 7,705,335千円

第１項 営 業 収 益 7,008,846千円

第２項 営 業 外 収 益 696,487千円

第３項 特 別 利 益 2千円
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支 出

第１款 水 道 事 業 7,372,660千円

第１項 営 業 7,055,672千円

第２項 営 業 外 314,088千円

第３項 特 別 1,100千円

第 項 予 備 1,800千円

（ 的収入及び支出）

第 条 的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（ 的収

入額 的支出額に する額3,699,778千円は 年度

及び 的収支 整額249,372千円、建設改良 121,934

千円及び 年度 益 定 3,328,472千円 する のと

する。）。

収 入

第１款 的 収 入 3,456,677千円

第１項 業 2,763,000千円

第２項 出 70,735千円

第３項 168,666千円

第 項 定 1千円

第５項 及び 454,275千円

支 出

第１款 的 支 出 7,156,455千円

第１項 建 設 改 良 5,698,189千円

第２項 業 1,458,266千円

（ ）

第５条 の総額及び年 額は、次のとおりと定める。

款 項 事 業 総 額 年 度 年 額

１ 的 １建 設 仁 井 田 2,596,000千円 令和５年度 1,012,000千円
支 出 改良 浄 水 場

水 水 令和 年度 880,000千円
施 設
整 備 事 令和 年度 704,000千円
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支 出

第１款 水 道 事 業 7,372,660千円

第１項 営 業 7,055,672千円

第２項 営 業 外 314,088千円

第３項 特 別 1,100千円

第 項 予 備 1,800千円

（ 的収入及び支出）

第 条 的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（ 的収

入額 的支出額に する額3,699,778千円は 年度

及び 的収支 整額249,372千円、建設改良 121,934

千円及び 年度 益 定 3,328,472千円 する のと

する。）。

収 入

第１款 的 収 入 3,456,677千円

第１項 業 2,763,000千円

第２項 出 70,735千円

第３項 168,666千円

第 項 定 1千円

第５項 及び 454,275千円

支 出

第１款 的 支 出 7,156,455千円

第１項 建 設 改 良 5,698,189千円

第２項 業 1,458,266千円

（ ）

第５条 の総額及び年 額は、次のとおりと定める。

款 項 事 業 総 額 年 度 年 額

１ 的 １建 設 仁 井 田 2,596,000千円 令和５年度 1,012,000千円
支 出 改良 浄 水 場

水 水 令和 年度 880,000千円
施 設
整 備 事 令和 年度 704,000千円

１ 的 １建 設 仁 井 田 63,866千円 令和５年度 8,402千円
支 出 改良 浄 水 場

等整備事業 令和 年度 13,566千円
設計 建設

ン 令和 年度 13,966千円
業 務

令和 年度 13,966千円

令和 年度 13,966千円

（ 務 ）

第 条 務 すること る事項、 間及び 度額は、次の

とおりと定める。

事 項 間 度 額

給 水 管
に る 令和５年度 10年度 689千円

利 給

お ン
業 務 等 の 令和 年度 11年度 3,154,800千円

的 間

（ 業 ）

第 条 の 的、 度額、 の 、利 及び の は、次の

とおりと定める。

の 的 建設改良

度 額 2,763,000千円

の 入

利 5 0 （ 、利 式 り入 る

場 、利 の にお は、

の利 ）

の の場 は の 条 による。 の

の場 は と 議 定める。 の

により 置 間及び 、 は

は 利に すること る。

（一 入 ）

第 条 一 入 の 度額は、500,000千円と定める。
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（予定支出の 項の の 額の流 ）

第 条 予定支出の 項の の 額 流 すること る場 は、次

のとおりと定める。

(1) 第１款水道事業 の 、第１項営業 と第２項営業外

（ 及び に る。）

（議会の議 な 流 することの な ）

第10条 次に る に は、 の の 額 、 外の

の 額に流 、 は 外の の の 額に流 する場

は、議会の議 な な な 。

(1) 給 1,002,855千円

(2) 50千円

（ 会計 の ）

第11条 一 会計 この会計 る 額は、16,159千円

る。

（利益 の ）

第12条 年度 利益 の 68,798千円は、次のとおり す

る のと定める。

(1) 利 益 68,798千円

（ な 入 度額）

第13条 な の 入 度額は、160,000千円と定める。

（ 要な の ）

第14条 要な の は、次のとおりとする。

数 量

１ する

プ
、 及び備 一 式

量 計

令和５年２ 14日 出

秋田市
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（予定支出の 項の の 額の流 ）

第 条 予定支出の 項の の 額 流 すること る場 は、次

のとおりと定める。

(1) 第１款水道事業 の 、第１項営業 と第２項営業外

（ 及び に る。）

（議会の議 な 流 することの な ）

第10条 次に る に は、 の の 額 、 外の

の 額に流 、 は 外の の の 額に流 する場

は、議会の議 な な な 。

(1) 給 1,002,855千円

(2) 50千円

（ 会計 の ）

第11条 一 会計 この会計 る 額は、16,159千円

る。

（利益 の ）

第12条 年度 利益 の 68,798千円は、次のとおり す

る のと定める。

(1) 利 益 68,798千円

（ な 入 度額）

第13条 な の 入 度額は、160,000千円と定める。

（ 要な の ）

第14条 要な の は、次のとおりとする。

数 量

１ する

プ
、 及び備 一 式

量 計

令和５年２ 14日 出

秋田市

議案第16号

令和５年度秋田市下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和５年度秋田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排 水 戸 数 126,240戸

(2) 年 間 総 処 理 水 量 33,836,043㎥

(3) 一 日 平 均 処 理 水 量 92,448㎥

(4) 主要な建設改良事業

(ｲ) 管 渠 建 設

管 渠 布 設 2,457ｍ

管 渠 改 築 等 4,540ｍ

マンホールポンプ施設整備 ８施設

排 水 ポ ン プ 施 設 整 備 １施設

(ﾛ) ポ ン プ 場 建 設

古 川 雨 水 排 水 ポ ン プ 場 整 備 一式

川口汚水中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新 一式

土 崎 汚 水 中 継 ポ ン プ 場 沈 砂 池 設 備 更 新 一式

外旭川汚水中継ポンプ場自家発電設備更新 一式

(ﾊ) 処 理 場 建 設

仁 別 浄 化 セ ン タ ー 自 家 発 電 設 備 更 新 一式

(ﾆ) 特定環境保全公共下水道

管 渠 布 設 1,960ｍ

管 渠 移 設 230ｍ

マンホールポンプ施設整備 ２施設
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（ ）

第 条 の予定 は、次のとおりと定める。

第１ 下 水 道 事 業 10,601,949

第１ 業 7,348,464

第２ 業 外 3,253,483

第 特 別 2

第１ 下 水 道 事 業 10,427,241

第１ 業 9,726,881

第２ 業 外 696,309

第 特 別 1,501

第 予 備 2,550

（ ）

第 条 の予定 は、次のとおりと定める（

に する 4,091,290 は 年度

整 100,328 、 506,752 、

年度 定 保 2,043,851 年度 定 保

1,440,359 する のとする。）。

第１ 6,542,994

第１ 業 3,850,700

第２ 855,754

第 1,808,000

第 28,539

第５ 定 1

－ 72 －

inecx
テキストボックス



（ ）

第 条 の予定 は、次のとおりと定める。

第１ 下 水 道 事 業 10,601,949

第１ 業 7,348,464

第２ 業 外 3,253,483

第 特 別 2

第１ 下 水 道 事 業 10,427,241

第１ 業 9,726,881

第２ 業 外 696,309

第 特 別 1,501

第 予 備 2,550

（ ）

第 条 の予定 は、次のとおりと定める（

に する 4,091,290 は 年度

整 100,328 、 506,752 、

年度 定 保 2,043,851 年度 定 保

1,440,359 する のとする。）。

第１ 6,542,994

第１ 業 3,850,700

第２ 855,754

第 1,808,000

第 28,539

第５ 定 1

第１ 10,634,284

第１ 建 設 改 良 5,360,339

第２ 業 5,263,535

第 10,410

（継 ）

第５条 継 の総 年 は、次のとおりと定める。

事 業 総 年 度 年

１ １建 設 土崎汚水中継 364,800 令和５年度 63,800
改良 ポ ン プ 場

沈砂池設備 令和 年度 301,000
更 新 事 業

１ １建 設 古川雨水排水 7,890,000 令和５年度 301,000
改良 ポ ン プ 場

整 備 事 業 令和 年度 3,624,000

令和 年度 3,965,000

（ 務 ）

第 条 務 すること る事 、 間 度 は、次の

とおりと定める。

事 間 度

水 改
令和５年度 11年度 834

水 改
令和５年度 11年度 1,750

（ 業 ）

第 条 の 、 度 、 の 、 の は、次の

とおりと定める。

の 建設改良 業

度 3,850,700

の
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5 0 （ 、 式 り る

場 、 の にお は、

の ）

の の場 は の 条 による。 の

の場 は と 議 定める。 の

により 間 、 は

は に すること る。

（一 ）

第８条 一 の 度 は、2,000,000 と定める。

（予定 の の の の ）

第 条 予定 の の の すること る場 は、次

のとおりと定める。

(1) 第１ 下水道事業 の 、第１ 業 と第２ 業外

（ に る。）

（議会の議 な することの な ）

第10条 次に る に は、 の の 、 外の

の に 、 は 外の の の に する場

は、議会の議 な な な 。

(1) 613,610

（ 会計 の ）

第11条 一 会計 この会計 る は、1,245,826

る。

（ の処 ）

第12条 年度 処 の 74,380 は、次のとおり処 す

る のと定める。

(1) 74,380

令和５年２ 14日

秋田市

－ 74 －

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス

inecx
テキストボックス



5 0 （ 、 式 り る

場 、 の にお は、

の ）

の の場 は の 条 による。 の

の場 は と 議 定める。 の

により 間 、 は

は に すること る。

（一 ）

第８条 一 の 度 は、2,000,000 と定める。

（予定 の の の の ）

第 条 予定 の の の すること る場 は、次

のとおりと定める。

(1) 第１ 下水道事業 の 、第１ 業 と第２ 業外

（ に る。）

（議会の議 な することの な ）

第10条 次に る に は、 の の 、 外の

の に 、 は 外の の の に する場

は、議会の議 な な な 。

(1) 613,610

（ 会計 の ）

第11条 一 会計 この会計 る は、1,245,826

る。

（ の処 ）

第12条 年度 処 の 74,380 は、次のとおり処 す

る のと定める。

(1) 74,380

令和５年２ 14日

秋田市

議案第17号

令和５年度秋田市農業集落排水事業会計予算

（総 則）

第１条 令和５年度秋田市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(農業集落排水) (個別排水処理) ( 計 )

(1) 排 水 戸 数 1,827戸 226戸 2,053戸

(2) 年 間 総 処 理 水 量 580,498㎥ 50,023㎥ 630,521㎥

(3) 一日平均処理水量 1,586㎥ 137㎥ 1,723㎥

(4) 主要な建設改良事業

(ｲ) 農業集落排水建設改良

マンホールポンプ施設等整備 ３施設

(ﾛ) 個別排水処理施設建設

浄化槽設置 ５基

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 527,425千円

第１項 営 業 収 益 72,194千円

第２項 営 業 外 収 益 455,230千円

第３項 特 別 利 益 1千円

第２款 個別排水処理事業収益 37,309千円

第１項 営 業 収 益 8,359千円

第２項 営 業 外 収 益 28,948千円

第３項 特 別 利 益 2千円
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支 出

第１款 農業集落排水事業 525,268千円

第１項 営 業 495,325千円

第２項 営 業 外 29,393千円

第３項 特 別 50千円

第 項 予 備 500千円

第２款 個別排水処理事業 38,410千円

第１項 営 業 36,700千円

第２項 営 業 外 1,608千円

第３項 特 別 2千円

第 項 予 備 100千円

（ 的収入及び支出）

第 条 的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（ 的収

入額 的支出額に する額164,313千円は 年度 及

び 的収支 整額1,056千円及び 年度 益 定

163,257千円 する のとする。）。

収 入

第１款 農業集落排水事業 的収入 105,731千円

第１項 業 14,500千円

第２項 出 89,815千円

第３項 基 入 1,416千円

第２款 個別排水処理事業 的収入 19,588千円

第１項 業 6,200千円

第２項 出 11,461千円

第３項 1,442千円

第 項 485千円
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支 出

第１款 農業集落排水事業 525,268千円

第１項 営 業 495,325千円

第２項 営 業 外 29,393千円

第３項 特 別 50千円

第 項 予 備 500千円

第２款 個別排水処理事業 38,410千円

第１項 営 業 36,700千円

第２項 営 業 外 1,608千円

第３項 特 別 2千円

第 項 予 備 100千円

（ 的収入及び支出）

第 条 的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（ 的収

入額 的支出額に する額164,313千円は 年度 及

び 的収支 整額1,056千円及び 年度 益 定

163,257千円 する のとする。）。

収 入

第１款 農業集落排水事業 的収入 105,731千円

第１項 業 14,500千円

第２項 出 89,815千円

第３項 基 入 1,416千円

第２款 個別排水処理事業 的収入 19,588千円

第１項 業 6,200千円

第２項 出 11,461千円

第３項 1,442千円

第 項 485千円

支 出

第１款 農業集落排水事業 的支出 262,561千円

第１項 建 設 改 良 29,995千円

第２項 業 232,565千円

第３項 1千円

第２款 個別排水処理事業 的支出 27,071千円

第１項 建 設 改 良 17,919千円

第２項 業 9,152千円

（ 務 ）

第５条 務 すること る事項、 間及び 度額は、次の

とおりと定める。

事 項 間 度 額

水 改
利 令和５年度 11年度 101千円

( 農 業 集 落 排 水 )

水 改
令和５年度 11年度 210千円

( 農 業 集 落 排 水 )

水 改
利 令和５年度 11年度 34千円

( 個 別 排 水 処 理 )

水 改
令和５年度 11年度 70千円

( 個 別 排 水 処 理 )

（ 業 ）

第 条 の 的、 度額、 の 、利 及び の は、次の

とおりと定める。

の 的 建設改良

度 額 20,700千円

の 入

利 5 0 （ 、利 り入 る

、利 の にお は、

の利 ）
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の の は の 条 による。 の

の は と 議 定める。 の

により 置 間及び 、 は

は 利に すること る。

（一 入 ）

第 条 一 入 の 度額は、400,000千円と定める。

（予定支出の 項の の 額の ）

第 条 予定支出の 項の の 額 すること る は、次

のとおりと定める。

(1) 第１款農業集落排水事業 の 、第１項営業 と第２項

営業外 （ 及び に る。）

（議会の議 な することの な ）

第 条 次に る に は、 の の 額 、 外の

の 額に 、 は 外の の の 額に する

は、議会の議 な な な 。

(1) 36,756千円

（ 会計 の ）

第10条 一 会計 この会計 る 額は、344,944千円

る。

令和５年２ 14日 出

秋田市
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議案第77号

令和４年度秋田市一般会計補正予算（第11号）

令和４年度秋田市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところ

による。

（債務負担行為の補正）

第１条 債務負担行為の追加は、「第１表 債務負担行為補正」による。



  第１表　　債務負担行為補正

(追　加)

新型コロナウイルスワクチン接種事業 令和4年度 2,023,627
～

令和5年度

事 項 期 間 限 度 額

千円



一 般 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



　
（追　加）

期 間 金 額
千円 千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,023,627 令和4年度 2,023,627
～

令和5年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

2,023,627

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書





議案第78号

令和５年度秋田市一般会計補正予算（第１号）

令和５年度秋田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,154,280千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143,224,280千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。



16 23,487,714 2,088,280 25,575,994

1 国庫負担金 19,729,555 868,408 20,597,963

2 国庫補助金 3,685,354 1,219,872 4,905,226

17 10,346,158 66,000 10,412,158

2 県補助金 3,089,229 66,000 3,155,229

141,070,000 2,154,280 143,224,280

県支出金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

国庫支出金



4 12,206,006 2,154,280 14,360,286

2 保健所費 2,405,622 2,088,280 4,493,902

7 母子衛生費 1,004,837 66,000 1,070,837

141,070,000 2,154,280 143,224,280

歳　　出

衛生費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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